
１．審査業務の効率化

①審査支払新システムの開発

②審査におけるAIの活用

③コンピュータチェックルールの公開

④コンピュータチェックの精緻化

⑤コンピュータチェックに適したレセプト様式の見直し等

⑥返戻査定理由の明確化

⑦請求前の段階でレセプトのエラーを修正する仕組みの導入

⑧レセプト原本の一元管理の検討

⑨在宅審査の検討

⑩審査支払業務の平準化、支払スケジュールの柔軟化

⑪レセプト請求の電子化等

審査支払機関改革における今後の取組

20222017 2018 2019 2020 2021

●４⽉調達・開発開始 ●開発 ●10⽉〜試験 ●２⽉〜統合試験 ●９⽉新システム稼働

●調査研究 ●５⽉調達・開発開始 ●10⽉〜試験 ●２⽉〜統合試験

●３⽉公開基準設定 11⽉ 166万件中139万件公開済

★診療報酬改定

改定に伴う更新（10⽉、3⽉）

●４⽉⾼額医薬品等注意付せんの貼付の廃⽌ ●９⽉⾃動的なレポーティング
機能の導⼊

●４⽉レセプトの摘要欄の選択⽅式の導⼊

審査におけるエビデンスデータ添付に係る課題およびコスト検証

●2016年〜査定理由記載対象レセプト拡⼤、記載内容充実
12⽉理由記載割合93.7%

コンピュータチェック順次公開・更新

次期システム刷新に向けた検討

●４⽉⽀部独⾃コンピュータチェックルールの取扱基準策定
10⽉約14万件 1⽉約2.2万件

124項⽬(コメント等の記載が必要な562項⽬の22.1%)

★診療報酬改定

3⽉理由記載割合85%3⽉理由記載割合75%

コンピュータチェックのASPへの拡充等の検討

順次公開・更新

ヒアリング（課題整理） 対応⽅針検討

●調査研究

ヒアリング（課題整理） 対応⽅針検討

ヒアリング（課題整理） 対応方針検討

●９⽉本部ルールへ集約
（有効性の低いものは廃⽌）

●診療報酬改定において 587項⽬（コメント等の記載が必要な617項⽬の95.1%）

９⽉1.2万件

●理由の⾃動表⽰を開始

●開発

対象を拡⼤しながら順次公開

査定理由記載割合100%

●９⽉ＡＳＰ拡充
（形式的チェック以外
のチェックも実施）

令 和 ２ 年 ３ ⽉
厚 ⽣ 労 働 省
社会保険診療報酬⽀払基⾦
国 ⺠ 健 康 保 険 中 央 会

新システム稼働後２年以内(2023年9⽉)
までにコンピュータチェックにより９割
完結（稼働時8割、１年後8.5割、２年後
９割を⽬指す）

●保険医療機関等のシステムに取り込みやすい公開形式への変更（2021年9月目途）

●医学的判断を要する事例について、試行的に公開した上で課題を整理し、

保険者や保険医療機関等の関係者の合意を得ながら順次公開

９⽉0件

●保険医療機関等のシステムに取り込みやすい公開形式への変更

（2021年9月目途）

対応⽅針検討・結論（2020年度中⽬途）関係者との調整

資料2‐3



２．支部間差異の解消

①支部独自コンピュータチェックルールの廃止

②自動的なレポーティング機能の導入

③審査基準の統一化

④本部審査の拡大

３．組織の在り方の見直し

①本部のガバナンス強化及びレセプト事務点検業務の集約化

②人員体制のスリム化

③専門人材の採用拡大

2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018 2019 2020 2021

●４⽉⽀部独⾃コンピュータチェックルールの取扱基準策定

●レポーティング対象の検討 ●開発

2015年３⽉ 本部に基準の統⼀化に向けた検討のための委員会設置

●11⽉本部特別審査委員会対象レセプト拡⼤ 対象レセプト拡⼤の結果検証

・⽀部の都道府県必置規定を廃⽌
・審査委員会は本部のもとに設置

●７⽉特別技術顧問（⽀払基⾦CIO）採⽤

●３⽉集約化計画⼯程表策定

2018〜20年度で約200名削減

★５月 支払基金法改正

●12⽉⽀払基⾦CIO補佐採⽤ ★データヘルス関係業務追加（改正法施⾏）
●⽀払基⾦に委託するデータヘルス関係業務の内容・スケジュールの整理〇システム開発実務経験者5名

本部が直接雇⽤する医師137名
看護師等10名 ●本部が直接雇⽤する医師の勤務条件等の⾒直し検討

●看護師等の活⽤⽅法や採⽤⽅法検討

●８⽉情報セキュリティアドバイザー採⽤

・多くの付せんがつくコンピュータチェック等

●4⽉再審査に本部が直接雇⽤する医師が関与する仕組み実施

●職員に対する意向調査等を実施

・医科の合計点数「40万点以上」から「38万点以上」
・肺移植、⼼移植、肝移植に係る⼿術を含む診療に係るものを追加

●９⽉本部ルールへ集約
（有効性の低いものは廃⽌）10⽉約14万件 １⽉約2.2万件 ９⽉1.2万件

●９⽉⾃動的なレポーティング機能の導⼊
（審査結果の差異の⾒える化）

●差異解消に向けた⼯程を作成

●2022年10⽉ 審査事務センターに集約
（分室については、ICT化、⼈事ローテー
ションの定着状況等を踏まえ、速やかな
廃⽌を含め検討）
審査事務センターの診療科別WGで
審査結果の差異の調整を加速化

2024年度までに2017年度の定員から800⼈程度削減
（4,310⼈→3,500⼈）

⽀払基⾦の⼈員体制
の⾼度化

審査事務センターと本部特別
審査委員会の役割を踏まえた
拡⼤を検討

専⾨性を必要とす
る審査への適切な
対応

●2022年10⽉ 審査事務センターに集約
審査事務センターの診療科別WGで
審査結果の差異の調整を加速化

●６⽉〜12⽉
集約化のための実証テスト
を実施（全国３か所）

●職員の⼈事制度の⾒直し検討

９⽉0件

順次公表25事例の基準を統⼀化、公表準備中26事例の基準を統⼀化・公表

●⽀払基⾦におけるデータヘルスに関する体制整備



４．審査支払機能の効率的な在り方

①審査支払機関における審査の判断基準の統一化の推進

②審査支払機関のシステムの共有化

５．その他

①審査手数料の見直し

②審査委員会の運営規程準則の見直し

2017 2018 2019 2020 2021

20222017 2018 2019 2020 2021

2022

●ASP・コンピュータチェックマスタ等について共同で開発

●連絡会議設置
（⽀払基⾦と国保連における審査の運⽤の際に統⼀的な判断基準を提供することを⽬的として設置）

●９⽉第１回連絡会議

●１⽉⽀払基⾦の審査⽀払システム、
国保連のオンライン請求システムの共有化・クラウド化

●３⽉ ⾃らが関連する保険医療機関等の審査は担当しないことを内規で明⽂化

●審査⼿数料の階層化の検討

●３⽉ 委員間に意⾒の相違が⽣じた際に学識委員が判断する仕組みを内規で明⽂化

2022年度から新⼿数料体系を実施予定
（簡素なコンピュータチェックで完結する
ことが明らかなレセプト等が対象）

●夏頃第２回連絡会議

・手数料の階層化
★５月 支払基金法改正

●11⽉国保中央会が診療報酬改定にかかるシステム関連業務に参画
●審査⽀払機能の効率的な在り⽅について、
⽅針、⼯程等を明らかにし、2020年度中に結論

国保総合システムの次期更改時
（2024年度）に当たっては、審
査⽀払業務が整合的かつ効率的
に機能するよう対応


